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水質基準に関する省令の一部改正等について（施行通知） 

 

 

今般、「水質基準に関する省令等の一部を改正する省令」（平成23年厚生労働省令第11号）が

平成23年１月28日に公布され、平成23年４月１日から施行されることとなった。また、これらの

改正のほか、水質基準を補完する項目として定めている水質管理目標設定項目の一部を改正する

こととしたので、下記について御了知の上、貴管下水道事業者等に対する周知指導につき特段の

御配意をお願いしたい。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）に規定する技術的助言であることを申し

添える。 
 

記 

 

 

第１ 改正の概要 

内閣府食品安全委員会における食品健康影響評価等を踏まえ、トリクロロエチレンに係る水質

基準を改正することとし、水質基準に関する省令（平成 15 年厚生労働省令第 101 号。以下「基

準省令」という。）を改正するとともに、水道施設の技術的基準を定める省令（平成 12 年厚生

省令第 15号）及び給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成９年厚生省令第 14号）に

ついて所要の改正を行ったものであること。 

また、本職通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」（平

成 15 年 10 月 10日付け健発第 1010004号。以下「15年局長通知」という。）別添１に定めた水

質管理目標設定項目についても、食品安全委員会における食品健康影響評価等を踏まえ、トルエ

ンの評価値を見直すとともに、別添２に定めた農薬類（水質管理目標設定項目 15）の対象農薬リ

スト中の目標値の見直しを行ったものであること。 

 

第２ 基準省令の一部改正について 

基準省令の表について、トリクロロエチレンに係る基準値を 0.03mg/L 以下から 0.01mg/L以下

に強化する改正を行ったものであること。 

 

第３ 水道施設の技術的基準を定める省令の一部改正について 

同省令別表第１に定める薬品等基準及び別表第２に定める資機材等材質基準について、それぞ

れ、トリクロロエチレンに係る基準値を 0.003mg/L 以下から 0.001mg/L以下に強化する改正を行

ったものであること。 

 

第４ 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部改正について 



同省令別表第１に定める給水装置の浸出液に係る基準について、トリクロロエチレンに係る水

栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準値を0.003mg/L以下から

0.001mg/L 以下に、給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液又は給水管の浸出液

に係る基準値を 0.03mg/L以下から 0.01mg/L以下に強化する改正を行ったものであること。 

 

第５ 水質管理目標設定項目の一部改正について 

15 年局長通知別添１及び別添２を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成 23 年４月１日より適

用すること。 

 

 

第６ 留意事項 

 改正後の基準省令等は、平成 23 年４月１日より施行されるので、それまでに水質検査の実施

体制の整備等につき必要な措置を講じられたいこと。 

 



別 紙 

「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」（平成 15年 10月 10日付健発 1010004号） 

別添１ 水質管理目標設定項目 新旧対照表 

改正後（新） 改正前（旧） 
別添１ 水質管理目標設定項目 

 項     目 目  標  値 検  査  方  法 

 1 アンチモン及びその化合物 アンチモンの量

に関して、0.015

mg/L以下 

水素化物発生－原子吸光光度法、水素化

物発生－ＩＣＰ法、ＩＣＰ－ＭＳ法 

 2～7 （中略） （中略） （中略） 

 8 トルエン 0.4mg/L以下 ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法、ＨＳ－ＧＣ－ＭＳ

法 

9 

～29 

（中略） （中略） （中略） 

30 アルミニウム及びその化合

物 

アルミニウムの

量に関して、0.1

mg/L以下 

フレームレス－原子吸光光度法、ＩＣＰ

法、ＩＣＰ－ＭＳ法 

  
 

別添１ 水質管理目標設定項目 
 項     目 目  標  値 検  査  方  法 

 1 アンチモン及びその化合物 アンチモンの量

に関して、0.015

mg/L以下 

水素化物発生－原子吸光光度法、水素化

物発生－ＩＣＰ法、ＩＣＰ－ＭＳ法 

 2～7 （中略） （中略） （中略） 

 8 トルエン 0.2mg/L以下 ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法、ＨＳ－ＧＣ－ＭＳ

法 

9 

～29 

（中略） （中略） （中略） 

30 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの

量に関して、

0.1mg/L以下 

フレームレス－原子吸光光度法、ＩＣＰ

法、ＩＣＰ－ＭＳ法 

 

 



  

別添２ 農薬類（水質管理目標設定項目 15）の対象農薬リスト 新旧対照表 

改正後（新） 改正前（旧） 
別添２ 農薬類（水質管理目標設定項目 15）の対象農薬リスト 

 

番号 農  薬  名 用途 目標値 

(mg/L) 
検 査 方 法 

1 チウラム 殺菌剤 0.02 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法 

(ポジティブモード) 

2～32 （中略） （中略） （中略） （中略） 

33 ペンシクロン 殺菌剤 0.1 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法 

34 メタラキシル 殺菌剤 0.06 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法 
35～40 （中略） （中略） （中略） （中略） 
41 ブタミホス 除草剤 0.02 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法 
42～52 （中略） （中略） （中略） （中略） 
53 プレチラクロール 除草剤 0.05 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法 
54～101 （中略） （中略） （中略） （中略） 
102 フィプロニル 殺虫剤 0.0005 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法 

(ネガティブモード) 

 

注 1) クロルニトロフェン(CNP)の濃度については、CNP－アミノ体の濃度と合計して算

出すること。 
 

注 2) クロルニトロフェン(CNP)、ベンタゾン、イソフェンホス、ピリダフェンチオン、

テルブカルブ(MBPMC)、ベンスリド(SAP)、メチルダイムロン、ジメピペレート、ビフェ

ノックス及びピペロホスは失効農薬である。 

別添２ 農薬類（水質管理目標設定項目 15）の対象農薬リスト 

 

番号 農  薬  名 用途 目標値 

(mg/L) 
検 査 方 法 

1 チウラム 殺菌剤 0.02 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法

(ポジティブモード) 

2～32 （中略） （中略） （中略） （中略） 

33 ペンシクロン 殺菌剤 0.04 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法 

34 メタラキシル 殺菌剤 0.05 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法 
35～40 （中略） （中略） （中略） （中略） 

41 ブタミホス 除草剤 0.01 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法 
42～52 （中略） （中略） （中略） （中略） 
53 プレチラクロール 除草剤 0.04 固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法 
54～101 （中略） （中略） （中略） （中略） 
102 フィプロニル 殺虫剤 0.0005 固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法

(ネガティブモード) 

 

注 1) クロルニトロフェン(CNP)の濃度については、CNP－アミノ体の濃度と合計して算

出すること。 
 

注 2) クロルニトロフェン(CNP)、ベンタゾン、イソフェンホス、ピリダフェンチオン、

テルブカルブ(MBPMC)、ベンスリド(SAP)、メチルダイムロン、ジメピペレート、ビフェ

ノックス及びピペロホスは失効農薬である。 
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